
職 保 発 ０ ７ ２ ７ 第 １ 号

平成 30 年７月 27 日

各都道府県労働局職業安定部長 殿

厚生労働省職業安定局

雇用保険課長

激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例等に係る取扱いについて

平成30年7月豪雨等が激甚災害に指定されたこと等に伴い、激甚災害の指定に

伴う雇用保険の特例について、平成30年７月27日職発0727第５号「激甚災害及び

雇用保険の特例措置の指定について」（以下「局長通知」という。）が発出され

たところであり、その事務の取扱いについては、下記のとおりとする。

被災事業所から休業票の発行依頼があった場合には、最優先で手続きを行うよ

うお願いするとともに、公共職業安定所（以下「安定所」という。）間での連携

や都道府県労働局（以下「労働局」という。）による必要な支援を行うなど、最

大限の配慮をお願いする。

記

１ 災害救助法の適用に伴う雇用保険の特別措置及び激甚災害の指定に伴う雇

用保険の特例について

災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置（以下「災害特例」とい

う。「雇用保険業務に関する業務取扱要領」（以下「業務取扱要領」という。）

51751-51800 参照。）は、災害救助法の適用地域にある事業所が災害により休止

又は廃止したために一時的に離職を余儀なくされた方について、事業再開後の

再雇用が予定されている場合であっても、雇用保険の基本手当を受給でき、一

方、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例（以下「激甚特例」という。業務取

扱要領 51701-51750 参照。）は、事業所が災害を受けたことにより休止又は廃

止したために休業を余儀なくされ賃金を受けることができない状態にある方

について、雇用保険の基本手当を受給できるものであることに留意すること。

詳細については、業務取扱要領や別表を確認すること。



２ 災害による休止又は廃止の判断について

災害特例及び激甚特例は、事業所が災害により休止又は廃止したことが前提

となるが、これらの特例措置は被保険者の目下の生活維持を目的としたもので

あるため、休止又は廃止が災害によるものかの判断にいたずらに時間をかける

べきではなく、迅速に事務処理を行うことが最優先される。

当該判断は業務取扱要領 51702(2)のとおり取り扱うこととするが、こうした

点及び平成 30 年７月豪雨等の被害の大きさに鑑み、事業所が激甚災害法の指

定地域（災害救助法の適用地域）及びその隣接する地域内（以下「指定地域等」

という。）に所在することを確認し、明らかに当該休止又は廃止が災害による

ものではない（災害発生以前から休業が予定されていた等）場合を除いては、

災害と直接の因果関係が存在する休止又は廃止と広く判断して差し支えない

こと。

３ 雇用保険の特例措置に係る給付の取扱い

(1) 激甚特例地域に係る給付制限期間の取扱いについて

雇用保険法第 33 条第１項の給付制限の解除については、以下のとおり取り

扱う。

① 平成 30 年７月５日（当該適用日がこの日後である地域については、当該

地域ごとにその適用日。以下「適用日」という。）現在、待期の満了後給付

制限期間中の者であって当該給付制限期間が１か月を超えて経過した者に

ついては、業務取扱要領 52205(5)ホのとおり、適用日以後の失業の認定を

可能にすること。

なお、この取扱いに当たっては、当該受給資格者に関し、支給台帳基本項

目変更票（帳票種別 10250）により、①欄に支給番号及び⑤欄の新離職理由

に「33」（正当な理由のある自己都合退職）を入力し、給付制限措置を解除

する。その上で、適用日以後の失業の認定を行う。

この失業の認定に当たっては、当該受給資格者の来所日を認定日として認

定し、当該認定日の前日から遡って適用日までの間の失業の認定を行うこ

ととするが、当該認定可能な期間は 28 日を限度とする。

② 適用日現在、受給資格決定前、受給資格決定後待期中又は待期の満了後

給付制限期間中の者であって当該給付制限期間の経過が１か月を超えてい

ない場合は、当該１か月経過後の期間について失業の認定を可能とする。

なお、この取扱いに当たっては、受給資格決定前の者については、当初よ

り離職理由に「45」又は「55」を入力し、また、受給資格決定後の待機中又

は待機の満了後給付制限期間が 1 か月を超えない場合は、支給台帳基本項目

変更票により離職理由を「45」又は「55」に変更し、給付制限を解除するこ

ととするが、実際の失業の認定は待期満了後１か月経過した後の期間のみの

失業の認定を行い、当該本来の給付制限期間の１か月の間についての失業の



認定は行わないこととするので留意する。

③ 離職理由が45及び55の者については、給付制限期間が１か月であるため、

特に処理の必要はない。

本取扱いについては、別紙１のリーフレットにより周知するとともに、各

安定所で対象者の把握を行い、電話連絡等により個別に周知・案内を行い、

来所を促すとともに、来所した場合は認定日を再指定すること。

なお、激甚災害発生時には激甚災害法の指定地域（以下「指定地域」とい

う。）内に居住していたが、実際の失業の認定は指定地域外の安定所で受けて

いる受給資格者については、住民票等により、適用日時点で指定地域内に居

住していたか否かを確認することとする。

(2) 個別延長給付に係る取扱いについて

個別延長給付の支給決定に当たって、応募要件については、業務取扱要領

52371 のとおり取り扱うこと。

なお、激甚特例対象者及び災害特例対象者であっても、業務取扱要領

52371(1)ロ(ロ)b（やむを得ない理由なく不出頭）に該当する場合は個別延長

給付の対象としない。

(3) ボランティア活動に係る取扱いについて

ボランティア活動に係る失業の認定の取扱いについては、以下のとおり取り

扱う。

① ボランティア活動に係る認定日変更について

ボランティア活動に係る認定日変更の取扱いについては、平成 30 年７月

９日付け雇用保険課長補佐（業務担当）事務連絡「平成 30 年台風第 7 号及

び前線等に伴う大雨による災害に係る被害に対する失業等給付関係対策の

実施について」（以下「補佐事務連」という。）の記２(1)に示しているとこ

ろであるが、公的機関又はその他の機関が募集する標記災害に係る指定地

域等を支援するボランティア活動に受給資格者が参加する場合は、業務取

扱要領 51351(1)ロ(ｦ)の「社会通念上やむを得ないと認められるもの」に

該当するものとして認定日変更の取扱いを行うこと。この取扱いは、受給

資格者の本来の住所又は居所を管轄する安定所で行うこととなるが、受給

資格者から事後に認定日変更の申し出があった場合でもあっても差し支え

ないこと。

なお、当該ボランティア活動に参加する期間が引き続いて 30 日以上であ

る場合には受給期間の延長を行うものであるが、この場合のボランティア

活動は公的機関以外の機関が募集したものであっても差し支えないものと

すること。

② ボランティアであることの判断



休業事業所が作業を依頼した場合でも、有償・無償を問わず、次のいず

れにも該当するボランティアであれば、失業の認定を行い、基本手当を支

給することができる旨を別紙２のリーフレットにより周知すること。ボラ

ンティアであることの判断は、失業認定時の雇用保険受給者の申告に基づ

き行うこととし、不正受給の疑いがない限り、関係資料の提出、事業主へ

の聴取による確認を行う必要はないこと。

a.作業依頼を拒否することができること。

b.作業時間、休憩、帰宅等の時間を自由に決められること。

c．有償の場合でも、交通費等の実費弁償や少額の謝礼等のみであること。

③ 有償ボランティアの取扱い

有償ボランティアの取扱いについては、業務取扱要領 51255(5)イ(ﾆ)及

びロ(ｲ)によるものであるが、以下の取扱いに特に留意すること。

a.交通費等の実費弁償は「自己の労働による収入」には含まれず、基本

手当の減額の対象とはならないこと。

b.実費弁償以外の謝礼等の収入が控除額（1,287 円(平成 29 年８月１日

時点。平成 30 年 8 月１日以後は 1,294 円）)までである場合には、基

本手当の減額が行われないこと。

(4) 手続の弾力的取扱いについて

災害特例及び激甚特例は、受給資格者の置かれた厳しい状況に鑑み、迅速

な支給を第一とすること。

このため、激甚特例の場合も、補佐事務連により、認定日変更の取扱いの

弾力的運用、給付関係手続や手続きを行う安定所の弾力的運用、失業の認定

における弾力的取扱い等を行うこと。

これに加えて、管轄安定所又は他所への来所が困難であるものの所定の失

業認定日の認定を希望する受給資格者がいれば、当分の間、暫定的に郵送に

より失業認定申告書を所定の認定日安定所宛て送付させることでも可能と

すること。

４ 激甚特例に係る適用の取扱い

(1) 激甚特例の対象事業所及び労働者

激甚特例については、指定地域内に所在し、平成 30 年 7 月豪雨等による

災害を受けたため、やむを得ず事業を休止又は廃止した事業所に雇用される

労働者が対象となるが、事業所が指定地域外に所在していても、労働者が実

際に就業している場所（店舗、建設現場、請負場所などで非該当施設か否か

問わない。）が指定地域内にあり、当該就業場所が災害を受け休止又は廃止

した場合も対象になる。

また、労働者派遣事業については、①指定地域内に所在する派遣元事業所



が直接の被害を受けたことによって休止又は廃止した場合（派遣労働者の派

遣先は指定地域内に限らない）はもとより、②派遣元事業所は指定地域内に

所在していなくても、派遣労働者が就業している派遣先事業所が指定地域内

に所在し、災害を受け休止又は廃止した場合も激甚特例の対象になる。

なお、激甚特例は、事業所の全ての事業が休止又は廃止した場合だけでな

く、一部の事業に限って休止又は廃止となった場合も、その一部の事業に従

事していた労働者は特例の対象になる。

(2) 事業主等が行う激甚特例に係る休業証明書の関係手続

被災者の生活の安定を図るために、迅速に手続きを行う必要があることか

ら、業務取扱要領のほか、次による取扱いを行うこととする。

① 休業の申請

雇用する労働者が激甚特例に係る措置を利用する場合には、事業主は

激甚災害法に基づく指定があった日（以下「指定日」という。）（平成 30

年７月 27 日。休業の最初の日が指定日後である場合には休業開始日）から

30 日以内に休業証明書を事業所管轄安定所長に提出することとされてい

るが、被災等により届出期限を超えての提出とならざるを得ない場合が予

想されることから、届出期限経過後であっても受理すること。

なお、休業証明書用紙については、業務取扱要領 51703(3)ロ(ｲ)に基づき、

雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書を用いて

使用することとするが、使用にあたっては、余白に「休業」の表示（赤色）

をすることにより、休業証明書として活用すること。

その際、離職理由等の休業証明書としては記載が不要な項目については

必ず斜線を引いた上で使用することとし、別紙３の記載例を本省ＨＰに掲

載するので、適宜各労働局ＨＰにもリンクを掲載する等事業主等への周知

を図ること。

② 休業の確認

事業主等より休業証明書が提出された場合には、当該事業所が指定地域

内（ただし、（１）のとおり事業所が指定地域内に所在していない場合でも

対象になる場合があることに留意）にあることを確認すること。

また、休業証明書には賃金台帳その他の休業の日前の賃金の額を証明

できる書類（以下「賃金台帳等」という。）を添えて提出することが必要で

あるが、迅速に処理を行う必要があることから、関係書類との照合を省略

して差し支えないこと。

なお、事業所の被災等により賃金台帳等が滅失したため、休業証明書の

作成ができない場合には、別紙４の疎明書（事業主用）を活用して、休業

証明書の作成及び休業票の交付を行うこと。

休業者から賃金額に記載誤りがある旨の申立てを受けた場合には、賃金



台帳等との照合を行うほか、必要に応じて事業主等への確認が必要になる

ことに留意すること。

なお、休業証明書の手続において、所定給付日数の決定に当たっての離

職区分のコードは、便宜上「３Ｂ」として取り扱うとともに、喪失原因は

４とすること。

③ 休業票の作成・交付

休業票の作成・交付に当たっては、迅速に作成し事業主等に交付する

こと。

④ 提出先安定所の取扱い

休業証明書の提出及び休業票の作成・交付は、事業所管轄安定所におい

て提出することを原則としているが、事業所が被災している等により、事

業所管轄安定所に提出することができない場合には、別の安定所への提出

を認めるほか、本社等が事業所に代わって本社等管轄の安定所に提出する

こととして差し支えないこと。

これに伴い事業所管轄安定所以外の安定所で届出を処理する場合には、

事業所管轄安定所以外の安定所は事業所管轄安定所と連絡調整を行いつつ、

事業所管轄安定所に代わり、適宜、代行入力を行う必要があることに留意

すること。

なお、事業者が休業者に休業票を交付することが困難な場合には、安定

所は休業票の交付を直接休業者に対して行うこととするが、その場合には

事業所に対してその旨の連絡をしておくこと。

また、安定所間において、休業票を送付する事由が生じた場合には、ハ

ローワークシステムのメール機能等を用いて送付すること。

(3) 事業主等による休業証明書の提出が困難な場合の取扱い

事業所が被災等により休業証明書の提出が困難な場合には、休業者自ら休

業票の交付申請を行うこととし、休業者には雇用保険被保険者本人であるこ

との確認書類（マイナンバーカードなど）及び賃金額を確定するための資料

（給与明細票）などの持参を求めるとともに、事業主等に確認するなどによ

り職権により休業票を作成すること。

なお、休業者が賃金額を確定するための資料等を所持していない場合には、

別紙５の疎明書（適宜修正可能。）を活用して休業証明書の作成及び休業票

の交付を行うこと。

(4) 事業主等への周知

激甚特例に係る事業主が行う手続について、別紙６のリーフレットを安定

所内に掲示するとともに事業主等に配布するなどにより周知を行うこと。



以上



別表 災害特例と激甚特例

通常の取扱い 災害特例 激甚特例

対象

－ 災害により事業所（災害救助法指定

地域及び激甚災害を受けた政令で定

める地域（平成 30年 7月豪雨等によ

り指定を受けた地域）に隣接する地

域内）に所在）が休廃止したため一

時的に離職を余儀なくされた者

激甚災害により事業所（激甚災害を

受けた政令で定める地域（平成 30 年

7 月豪雨等により指定を受けた地域）

に所在）が休廃止し、労働の意思及

び能力を有するにも関わらず賃金を

受けることができない者（政令によ

る指定期日（平成 30年７月豪雨等は

平成 31 年５月 19 日）までの措置）

事業所との雇用関係 なし なし（雇用予約あり） あり

求職申込み 要 要 不要

使用する帳票 離職票 離職票（災表示） 休業票

失業認定における求職活動実績 要（※１） 不要（失業認定日への出頭は必要） 不要（失業認定日への出頭は必要）

手続安定所（※２） 住居所管轄所 住居所管轄所 事業所管轄所

所定給付日数 離職理由による 特定受給資格者扱い（離職区分１Ｂ） 特定受給資格者扱い（離職区分３Ｂ）

個別延長給付

特定受給資格者及び特定理由離職者

（正当な理由のある自己都合離職者

を除く）が対象

対象 対象

その他

－ － 高年齢被保険者及び短期雇用特例被

保険者は一般被保険者とみなして特

例基本手当を支給

休業終了後又は指定期日の翌日（平

成 30年 7月豪雨等は平成 31年５月

20 日）から被保険者資格を再取得（事

業主による資格取得届提出が必要）

※１ 災害に伴うやむを得ない理由により認定対象期間に実施を予定していた求職活動を行うことができかったと認められる場合は、当該活動を実施し

ていたとみなす（平成 30年７月９日付け雇用保険課長補佐（業務担当）事務連絡「平成 30 年台風第 7 号及び前線等に伴う大雨による災害に係る被

害に対する失業等給付関係対策の実施について」の記２(4)）。

※２ 避難先など住居所管轄所以外の安定所でも手続可能（同事務連絡の記２(3)）。



１カ月

１カ月

給付制限を受けている（受ける）方（退職理由が自
己都合などの方）は、「給付制限期間の短縮」により
給付開始時期が早まります。

激甚災害発生日（※1）時点で、当該被災地域に居住している方であって、災害発生
前から平成31年５月19日までに離職した方のうち、雇用保険求職者給付の給付制限
期間が３か月の方（※2）は、給付制限期間が短縮（３か月⇒１か月）される特例措置が

ありますので、できる限り早くハローワークに来所してください。

※１ 地域ごとに災害救助法の適用となった日

※２ 雇用保険受給資格者証の15欄（「給付制限」）に「３ヶ月」と印字されている方が対象となります。

① 雇用保険求職者給付の手続がお済みの方
○ 激甚災害発生日時点で、給付制限期間が１か月を経過し
ている方は、激甚災害発生日から失業の認定を受けること
ができます。

○ 待期中又は給付制限期間が１か月を経過していない方は
待期満了後１か月経過後から、失業の認定を受けることが
できます。

○ ハローワークから指定された失業認定日（「雇用保険受
給資格者証」に記載があります）に関わらず、ハローワー
クに来所すれば、激甚災害発生日から来所日の前日（待期
満了後１か月経過していない方は、１か月経過した日の翌
日から来所日の前日）までの分（28日分が上限）の給付を
受けることができます。

○ これ以後は、ハローワーク指定の失業認定日に来所して
ください。

② 今後、雇用保険求職者給付の手続をされる方

○ 待期満了後１か月経過後から、失業の認定を受けること

ができます。

○ ハローワーク指定の失業認定日に来所してください。

詳細な内容や、お困りのことがあれば、裏面のハローワークや労働局にご相談ください。

※ 制度利用に当たっての留意事項
激甚災害発生日時点で、当該被災地域内に居住していた方が対象です。

災害発生後、当該地域外に転居した場合も対象になります。

【平成30年7月豪雨等に伴う雇用保険求職者給付の給付制限の特例】
H30.7.27



【ボランティアに該当する場合】
休業事業所から作業を依頼された場合でも、有償・無償を問

わず、次のような「ボランティア」に該当する場合であれば、
失業給付の基本手当が受給できます。
①作業依頼を拒否することができること
②作業時間、休憩や帰宅の時間等を自由に決められること
③有償の場合でも、交通費等の実費弁償を除き、少額の謝礼
のみであること

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。

休業中の方がボランティアをした場合について
（求職者の方へ）

【有償ボランティアの場合】

交通費等の「実費弁償」は「少額の謝礼」に含まれず、支払われた
としても基本手当は減額されません。

「少額の謝礼」が支払われた場合の取扱は次のとおりです。
１ １日１，２９４円までの場合
１日１，２９４円までの謝礼であれば、基本手当は全額受給
できます。

２ １日１，２９５円以上の場合

①Ａ＋基本手当日額≦賃金日額の８０％
・・・基本手当は全額受給可能

②Ａ＋基本手当日額>賃金日額の８０％
・・・超える額の分だけ基本手当は減額

③Ａ≧賃金日額の８０％ ・・・基本手当は受給不可

※ 「賃金日額」と「基本手当日額」は、それぞれ雇用保険受給資格者証（第１面）の
14欄と19欄に記載されています。

（ご注意）上記１日当たりの額は平成３０年８月現在です。毎年８月に変更される場合
がありますので、詳細はハローワークにお問い合わせください。

ボランティアの謝礼－１，２９４円・・・・・Ａ



【ボランティアに該当する場合】
休業事業所から作業を依頼された場合でも、有償・無償を問

わず、次のような「ボランティア」に該当する場合であれば、
失業給付の基本手当が受給できます。
①作業依頼を拒否することができること
②作業時間、休憩や帰宅の時間等を自由に決められること
③有償の場合でも、交通費等の実費弁償を除き、少額の謝礼
のみであること

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。

休業中の方がボランティアをした場合について
（求職者の方へ）

【有償ボランティアの場合】
交通費等の「実費弁償」は「少額の謝礼」に含まれず、支払われた
としても基本手当は減額されません。

「少額の謝礼」が支払われた場合の取扱は次のとおりです。
１ １日１，２８７円（１,２９４円)までの場合
１日１，２８７円までの謝礼であれば、基本手当は全額受給
できます。

２ １日１，２８８円（１,２９５円)以上の場合

①Ａ＋基本手当日額≦賃金日額の８０％
・・・基本手当は全額受給可能

②Ａ＋基本手当日額>賃金日額の８０％
・・・超える額の分だけ基本手当は減額

③Ａ≧賃金日額の８０％ ・・・基本手当は受給不可

※ 「賃金日額」と「基本手当日額」は、それぞれ雇用保険受給資格者証（第１面）の
14欄と19欄に記載されています。

（ご注意）上記１日当たりの額は平成３０年７月現在です。平成30年８月１日以降は、
( )の金額となります。詳細はハローワークにお問い合わせください。

ボランティアの謝礼－１，２８７円・・・・・Ａ



適用 優子
テキヨウ  ユウコ

  

ITKCF
テキスト ボックス
【記載について】赤字のとおり記載していただき、黒枠で囲んでいる部分を記載してください。

ITKCF
テキスト ボックス
余白に朱書きで「休業」と記載してください。

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
テキスト ボックス
休業の場合は「４」を記載してください。

ITKCF
テキスト ボックス
休業を開始した日の前日を記載してください。

ITKCF
線

ITKCF
線
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適用 優子

テキヨウ ユウコ

ITKCF
テキスト ボックス
【記載について】赤字のとおり記載していただき、黒枠で囲んでいる部分を記載してください。

ITKCF
テキスト ボックス
余白に朱書きで「休業」と記載してください。

ITKCF
テキスト ボックス
休業を開始した日の前日を記載してください。

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線

ITKCF
線



別紙４（事業主用） 
 
 

○○公共職業安定所長 殿 
 
 
 
 雇用保険の特例給付（休業者に対する給付）について、従業員の受給手続き
のために必要となる以下の事項に回答します。 
 
 
１．休業となった労働者数と労働者氏名（性別、年齢含む。年齢はおおよそ。）
（別紙に記入してください）。 
 
 
２．休業の開始日 
 
 
３．休業期間の見込み（見込みが立たない場合は「不明」と記載） 
 
 
４．休業に至った理由（災害により受けた影響を具体的に記載） 
 
 
５．休業期間中の賃金（休業手当を含む）支払の有無、休業期間中に就業させ

ることの有無 
（支払） 有 ・ 無   （就業） 有 ・ 無 
 
 

６．休業直前６か月間で見て、１か月あたり支払っていた賃金（手取りではな
く、総支給額であって、ボーナスは含まない。１か月あたりの平均額で可）
（労働者によって異なる場合は、可能な範囲内で詳細に記載） 

 
 
７．上記６の賃金形態（月給か日給かなど）とひと月あたりの勤務日数（１１

日以上であれば、「１１日以上」と記載することで可。労働者によって異な
る場合は、別紙に記載） 

  
 
８．本給付の受給のために必要となる休業の確認を受けることについて本人の

意思の確認ができない理由 
 
 
上記のとおり疎明します。 
平成３０年○○月○○日 
事業所名称： 
事業所所在地： 
事業主住所： 
事業主の連絡先電話番号（あれば記入）： 
       （フリガナ） 
事業主氏名：         印（自筆による署名又は記名・押印） 
 
（注）故意に虚偽の記載をした場合には、支給額の連帯返還や連帯納付を行っ
ていただくことになりますので、ご留意ください。 



休業者氏名（カタカナ） 性別 生年月日（年齢）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

休業者一覧



別紙５（労働者用） 
 
 
 
○○公共職業安定所長 殿 
 
 
 
 雇用保険の特例給付（休業者に対する給付）の受給にあたって、以下の事項
に回答します。 
 
 
１．休業となった事業所名と事業所所在地（所在地は可能な範囲まで記載可） 
 
 
２．休業の開始日 
 
 
３．休業となった事業所での勤続年月 
 
 
４．休業開始日から本日までの賃金（休業手当を含む）支払の有無及び就業の

有無 
（支払） 有 ・ 無   （就業） 有 ・ 無 
 
 

５．休業直前６か月間で見て、１か月あたりもらっていた賃金（手取りではな
く、総支給額であって、ボーナスは含まない。１か月あたりの平均額で可。） 

 
 
６．休業直前６か月間の賃金形態（月給か日給かなど）とひと月あたりの働い

た日数（１１日以上であれば、「１１日以上」と記載することで可。） 
  
 
７．本人名義の払渡希望金融機関名称、預金（貯金）通帳の記号（口座）番号

（なければ後日でも可。） 
 
 
 
 
上記のとおり疎明します。 
平成３０年○○月○○日 
住所： 
連絡先電話番号（あれば記入）： 
生年月日： 
性別： 

（フリガナ）          
氏名：           印（自筆による署名又は記名・押印） 
 
（注）故意に虚偽の記載をした場合には、支給額の連帯返還や連帯納付を行っ
ていただくことになりますので、ご留意ください。 



 

休業されている事業主の方へ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

平成 30年７月豪雨等に伴う雇用保険の特例措置について 

平成 30 年７月豪雨等に伴い、事業所が災害を直接の原因として休止・廃止した

ため休業を余儀なくされ、労働者に賃金（休業手当を含む）を支払うことができな

い場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であ

っても、労働者の方は失業給付（雇用保険の基本手当）を受給することができます。 
※労働者が雇用されている事業所は被災地域外でも、労働者の就業場所（店舗、建設現場、派遣先

など）が被災地域内の場合も対象になります。 

①  雇用保険被保険者資格喪失届および雇用保険被保険者離職証明書（労働者が離職して

いない場合は、その余白に「休業」と表示）に内容を記載（ただし、労働者が離職してい

ない場合は、離職理由は記載不要のため斜線を引いてください）のうえ管轄のハローワ

ーク提出 
（賃金台帳等を確認させていただく場合があります） 
※管轄のハローワークに提出できない場合（本社等が提出する場合）、別のハローワーク 
（本社等の管轄のハローワーク）に提出ができます。 
なお、迅速な支給のため、可能な限り早期ご提出にご協力をお願いします。 

② ハローワークから休業票又は離職票を受け取り、休業又は一時離職した労働者へ送付 
（労働者の方へ送付できない場合は、ハローワークへご相談ください） 

③ 労働者が休業票又は離職票および本人確認書類を持ってハローワークへ来所し受給手続 
（事業所が被災等により書類の提出が困難な場合、労働者が身分証明書や賃金額が確認できる書類

を持ってハローワークへ来所してください。書類のない場合はハローワークへご相談ください。） 
※制度利用に当たっての留意事項 

この特例措置を利用して失業給付の支給を受けた方については、休業又は一時離職（以下「休業

等」）が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業等の前の雇用保険の被保険者であ

った期間は通算されません。 
また、休業されていた労働者の方が再び就業することになった場合、またはこの特例の実施期限

（平成３１年５月１９日）が到来した場合には、改めて「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が

必要です。 

～ 

手
続
き
の
流
れ 
～ 

○ 労働者に休業手当を支払い、雇用の維持を図る事業主は、雇用調整助成金が受給でき

る場合があります。 
※詳細な内容は、最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせください。 

都道府県労働局・ハローワーク 

H30.7.27 
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